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資料招請 課題１ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「特定第３種漁港の事業計画策定のための基礎調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

特定第３種漁港は、全国的な利用がなされる第３種漁港のうち、水産業の振興上特に重要

な漁港として政令で定める 13 漁港であり、その特定漁港漁場整備事業を行うに当たっては、

漁業・水産業や社会情勢の変化等を踏まえ、当該漁港の機能に対する新たな要請や課題等を

把握した上で、これに対応するための十分な検討が必要となる。このため、基礎的な情報収

集を綿密に行った上、漁港の利用者等の具体的なニーズを的確に把握することが重要である。 

現在、特定第３種漁港の中には、特定漁港漁場整備事業計画（以下「特定計画」という。）

が策定され、事業を順次実施している地区がある一方で、事業計画の完了から時間が経過し

たまま対応の予定がなく、新たな整備ニーズ等が把握しにくくなっている漁港もある。また、

事業が実施されている漁港においても、事業の完了時期が迫り、今後の対応予定について十

分な整理がされていない漁港も存在している。このため、我が国水産業において重要な役割

を担う特定第３種漁港の更なる機能の向上、利用促進を図り、水産業の振興につなげていく

ため、漁港施設の機能向上等にかかるニーズを把握し、先導的な漁港として適切な整備の検

討が必要である。 

今回、次期漁港漁場整備長期計画の検討時期である令和８年度において、水産業の振興上

重要な役割を担う特定第３種漁港の今後の方向性を定めるため、新たな整備ニーズ等に関す

る調査を行い、必要な情報の整理を行う。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 特定の分野について特定第３種漁港が有する課題の詳細分析と対応策の検討 

イ 各漁港における課題の対応案をまとめた事業構想の作成 

ウ 事業構想の具体化 

 

（２）調査の方法 

ア 特定の分野について特定第３種漁港が有する課題の詳細分析と対応策の検討 

（内容）R7 年度の直轄調査では、特定第３種漁港（以下「特３漁港」という。）にお

ける基礎的な情報を収集・整理した上で、漁港管理者等の関係者に対して、ア

ンケート及びヒアリング調査を行い、各漁港の状況を網羅的に把握することで、

課題の整理・抽出を行った。また、収集した課題に対して対応方法を検討し、

その方向性をまとめた。 



 

 - 2 - 

    R8 年度においては、特３漁港について、防災・減災機能や、ICT 化・グリー

ン化等といった特定の分野について、各漁港が有する課題に関して、機能や整

備状況等を踏まえて詳細に分析する。 

また、近年漁船の大型化に対応するための岸壁の整備が特３漁港等において

も進められているところ、関連する漁港（まき網漁船を想定して 10 漁港程度）

と併せて、その大型漁船に対応した施設の整備状況を、海洋環境の変化にも対

応した新たな操業体制にも留意して把握するとともに、各漁港間の連携につい

て検討する。 

（対象）特３漁港等に関わる漁港管理者、漁協、市場管理者 

（方法）過年度の調査内容を活用しつつ、漁港管理者漁協、市場管理者へのアンケー

ト調査やヒアリング等を通して、特定の分野について特３漁港が有する課題の

詳細分析と対応策の検討を行う。 

    なお、特定の分野とは、漁港施設の防災・減災機能、ICT 化・グリーン化の

状況といった、特３漁港において先導的に整備すべき分野を指し、具体的な調

査項目については監督職員と協議する。 

    また、漁船の大型化に関して、各漁港の岸壁の整備状況や寄港状況に関する

データ収集等の調査を行う。 

（分析）特３漁港の課題に対して、特定の分野ごとに比較し、新たに整備を検討する

余地のある施設について分析する。 

 

イ 各漁港における課題の対応案をまとめた事業構想の作成 

（内容）各漁港の整備ニーズを適切に事業化に結び付けるため、R7 年度の調査で整理

した課題及び対策の方向性を基に、現地調査や関係者へのヒアリングを行い、

漁港全体の事業構想を作成する。 

（対象）八戸漁港、石巻漁港、枕崎漁港 

（方法）過年度の調査で整理した各漁港の課題及び対応の方向性を軸に、現地調査及

び関係者へのヒアリングを行い、各課題への対応の妥当性を考慮した上で、複

数の選択肢を比較検討することで漁港全体の事業構想を作成する。現地調査及

びヒアリング調査の詳細については、具体的な調査項目を含め監督職員と協議

すること。 

（分析）各漁港の課題ごとに対応方針の実効性、整備の必要性、整備効果を分析し、

事業構想としての妥当性を評価する。 

 

ウ 事業構想の具体化 

（内容）八戸漁港、石巻漁港、枕崎漁港については地元等の意見を踏まえつつ、構想

の具体化を検討する。 

（対象）八戸漁港、石巻漁港、枕崎漁港 

（方法）調査事項「イ」で整理した事業構想を基に、地元等の意見を踏まえつつ、事

業構想の具体化を検討し、合意形成を図った上で取りまとめる。 

    事業構想の具体化の検討に当たっては、具体化した案に基づいて、当該漁港

における次期特定計画の策定に活かせるものとなるよう留意すること。 
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    地元（当該漁港の漁協を想定）との合意形成の方法等の詳細については、監

督職員と協議すること。 

（分析）施設の配置計画、整備規模、概算事業費等を精査し、整備の効果や費用対効

果、実施上の課題を整理する。複数案がある場合は比較検討を行う。 

 

（４）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（４月）、中間報告（６月、９月、12 月）、調査終了前（３月）の計５

回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議

後１週間以内に監督職員に提出すること。 

 

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課計画班に電子媒

体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこと。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載するとともに、現地作業について、調

査方法、安全対策等の詳細を記載すること。 

 

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表し、

有識者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、

年度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワー

ポイントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監

督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし, 

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課計画班へ提出すること。

なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題２ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「安定的な養殖環境の確保における漁港ストックの可能性等に関する検討調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

近年、気候変動等により天然資源の減少やレジームシフトにより、我が国においても、水

産物の安定供給の視点から、養殖業、とりわけ、陸上養殖業への関心が高まっている。こう

した中、陸上養殖における昨今の動きとしては、「養殖業成長産業化総合戦略（令和２年７

月策定、令和３年７月改訂）」や「みどりの食料システム戦略（令和３年５月策定）」にお

いて位置付けられ、活発化しているほか、水産基本計画（令和４年３月 25 日閣議決定）を踏

まえ、内水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第 103号）に基づく届出養殖業（令

和５年４月１日以降）となるなど、陸上養殖を持続的かつ健全に発展させていくための体制

が構築されてきたところである。 

漁港漁場整備長期計画（令和４年３月 25 日閣議決定）においても、上記の動きを踏まえつ

つ、用地を活用した陸上養殖の展開のため、漁港の利用状況等に応じた用地の再編・整序等

の利用適正化と用地・排水施設等の整備等の養殖事業者の効率的な生産活動に必要な環境整

備を実施することとしている。さらに、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年

法律第百三十七号）及び関係法令を令和５年に改正し、陸上養殖施設を漁港施設に位置付け

るとともに、漁港施設等活用事業の創設及び漁港施設である陸上養殖施設の貸付要件の緩和

を講じている。 

陸上養殖業の展開に当たって、まず、養殖業者においては、生産コストの抑制、魚種の選

定、販路の開拓等、安定的な経営を図っていく上で様々な検討が必要であり、また、漁港管

理者においては、漁港ストックの有効活用等が求められている。また、陸上養殖施設につい

ては、現状、水産基盤整備事業の補助対象となっていない。 

このため、本調査では、陸上養殖施設について、今後の水産基盤整備事業の展開方策検討

のための基礎資料作成の整理を行うとともに、漁港における優位性を活かした養殖業者によ

る参入や漁港管理者による漁港ストックの有効活用を促すために必要な情報を整理し、横展

開を図ることにより、陸上養殖の促進を図っていく。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 既存の陸上養殖施設に関する情報収集 

イ 陸上養殖施設への有効活用が可能な漁港ストックに関する情報収集 

ウ 陸上養殖施設における漁港の優位性の評価・分析 

エ 既存の陸上養殖施設におけるモデルケースによる分析 
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オ 「漁港管理者等による漁港を活用した陸上養殖の推進に係る手引き（案）（仮）」

を作成 

カ 漁港を活用した陸上養殖の全国展開に向けた方策の検討 

 

（２）調査の方法 

ア 既存の陸上養殖施設に関する情報収集 

イ 陸上養殖施設への有効活用が可能な漁港ストックに関する情報収集 

ウ 陸上養殖施設における漁港の優位性の評価・分析 

エ 既存の陸上養殖施設におけるモデルケースによる分析 

令和 7年度において実施している、陸上養殖に関する法令の整理、都道府県栽培養殖担当

者・漁港管理者・陸上養殖事業者に対するアンケート調査、有識者へのヒアリングを通じて、

陸上養殖施設における漁港の優位性の評価・分析やモデルケースによる分析を進めており、

令和８年度においても、引き続き現地調査等を通じた情報収集や分析を実施する。 

具体的には、令和７年度に実施した３地区の第１回現地調査と、令和７年度調査の成果物

である調査計画（案）により、新たに選定された５地区程度に対して、第２回現地調査等を

実施する。現地調査の対象は、第１回調査対象と同様に、魚類、海藻類、磯根資源といっ

た３カテゴリーごとの他、取水・排水方式等の区分から選定することを想定しており、第

１回調査を補完する位置づけ。なお、対象とする具体的な魚種は、陸上養殖業が多く営まれ

ているヒラメ、トラフグ、サケ・マス類、クビレズタ（ウミブドウ）、ウニ類等を想定。 

 

オ 「漁港管理者等による漁港を活用した陸上養殖の促進に係る手引き（案）（仮）」の 

作成 

本手引きについては、漁港管理者に対して、漁港種別、立地環境や漁港ストックの状態

等から、陸上養殖業への活用可能性を指南するものであり、漁港ストックの有効活用に向

けた理解醸成を図るものとする。手引きの内容は、以下のとおり想定しており、手引きの

素案については、都道府県や漁港管理者への意見照会を行うこととする。 

【目次（案）】 

１ 背景・目的（漁港において陸上養殖を行う優位性等） 

２ 漁港内で陸上養殖を展開するにあたり、計画から実施までの一連の流れ 

（手順とポイント） 

・漁港種別、魚類、海藻類、磯根資源のカテゴリー、低利用や遊休化している

漁港施設の属性等に留意すること。 

・必要となる生産・加工・流通環境、ビジネス参入に際しての販路確保を網羅

した具体的な経営モデルを盛り込むこと。 

・その他、海業との連携など、漁港における陸上養殖の副次性についても整理

すること。 

３ 陸上養殖に関する関係法令・地元関係者との調整、施設の使用許可等の権利 

      調整に関する関係者間の役割分担及び考慮すべき法令・制度等を押さえること。 
４ 優良事例集 

・現地調査で対象としたモデルケースの中から、沿岸部（漁港内）に所在す

る養殖事業者を優良事例として選抜し、事業内容及び事業継続を可能とする
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背景を中心に整理する。特に、事業のサプライチェーンを細分化した生産・

加工・流通機能ごとに漁港の優位性がどのように寄与したかや、その優位性

を発揮するために必要な地域環境・条件について、分析・解説すること。 
 

カ 漁港を活用した陸上養殖の全国展開に向けた方策の検討 

 漁港を活用した陸上養殖事業の展開に向けて、漁港管理者及び養殖事業者双方の視点

から支障となっているハード面の課題を分析するとともに、必要な資料を整理すること。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（７月、12 月）、調査終了前（３月）

の計４回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、

協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

  

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課計画班に電子媒

体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこと。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載すること。 

  

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁場委員会で調査結果を発表し、有識

者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、年

度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポ

イントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監督

職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「安定的な養殖環境の確保における漁港ストッ

クの可能性等に関する検討調査」報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課計画班へ提出すること。

なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題３ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査」 

仕様書（案） 

 

 

１ 事業目的 

水産基盤施設は我が国の水産業の発展と水産物の安定供給の基盤であるが、高度経済成長期に

建設された施設が多く、現在は老朽化の進行による機能低下が懸念されている。特に全国に約

2,800 存在する漁港は、その約７割を市町村が漁港管理者として管理しており、厳しい財政状況

から漁港管理に関わる職員、特に技術系職員の人員が不足していることから、効率的かつ効果的

な機能保全対策の実施が喫緊の課題となっている。 

このため、水産庁は、漁港漁場整備長期計画（令和４年３月閣議決定）において、「効率的な

施設の維持管理等を行い、将来にわたり漁港機能を持続的に発揮する」旨を定めており、水産庁

インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和３年３月策定）においても、管理者に対して各種基準

やマニュアル等を用いて、点検・診断、修繕・更新等における新技術の導入・普及を図ることと

している。 

こうした状況の中、漁港の水域施設（航路、泊地）については、漂砂による埋没対策が課題と

なっている漁港が全国に多数あり、水産庁では「航路・泊地埋没対策ガイドライン」（以下「ガ

イドライン」という。）を平成 26 年３月に策定し、埋没対策の基本的考え方を示している。本ガ

イドラインは公表から約 10 年が経過し、その間に機能保全計画に基づく埋没対策の実績やサン

ドポケット、防砂堤等の対策工の整備事例が蓄積されてきたところであり、さらなる効果的な埋

没対策の実施に向け、数値シミュレーションによる漂砂解析の適切な実施やライフサイクルコス

ト（以下「LCC」と記載する。）を踏まえた対策効果の検証、ICT 技術を活用したモニタリングの

高度化など、新たな知見を踏まえたガイドラインの改訂案を検討する必要がある。 

また、水産庁は、「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン」を令和６年４

月に改訂し、漁港管理者等が実施する維持管理や補修等の効率化・高度化を図るため、適切な機

能保全計画の見直しや ICT・ドローン等の新技術を活用した点検・診断等の実施に関する新たな

事項を追加した。機能保全計画の見直しに関しては、過去の補修履歴を踏まえた対策シナリオの

見直し及び LCC の再計算が必要となるが、これまで蓄積された機能保全対策の実事例をもとに、

漁港管理者等がより適切に補修工法を選定できるよう、「港湾施設維持管理費用（LCC）計算プロ

グラム」等の知見を参考に、漁港施設の機能保全対策にかかる LCC を簡便に算出可能なツールの

開発が求められている。 

さらに、新技術の活用については、新技術を用いた漁港施設の点検・診断等に関する各種手引

きやマニュアル等を公表しているが、漁港管理者等が主体的に新技術を活用し、都道府県のみで

なく市町村管理の漁港も含めて水産基盤整備事業における調査や設計、施工の効率化・高度化を

図るため、官民連携による ICT 活用に向けた体制整備、情報交換及び事例の普及促進に取り組む

必要がある。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15 日まで 
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３ 事業内容 

  本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 水域埋没対策の検討 

（ア）水理模型実験による埋没対策の評価 

（イ）数値シミュレーションの結果比較及び解析の評価 

（ウ）ガイドラインの改訂素案の作成 

イ LCC 算定プログラムの構築 

（ア）LCC 算定プログラムの構築 

（イ）実工事を踏まえた機能保全対策の分析 

ウ 新技術の普及促進 

 

 

（２）調査の方法 

ア 水域埋没対策の検討 

（ア）水理模型実験による埋没対策の評価 

・水理模型実験は、同条件で実施する数値シミュレーション結果と比較検証を行うこと

で、漁港における３次元海浜変形モデル等を用いた港内埋没予測手法の精度検証や漂砂

移動の再現性評価、手法の高度化へ反映させることを目的として実施する。 

・港形条件は、令和７年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿命化対策強化

に向けた検討調査」（以下「令和７年度業務」という。）で検討した港形のうち、現況

港形（対策前）・潜堤型（対策後）・サンドポケット型（対策後）の３ケース、波浪条

件は、浅海域に位置する漁港の設計条件として想定される最大又は平均相当の波高・周

期１ケースの計３×１＝３ケースとし、実験縮尺は 1/50 想定、固定床条件とする。 

・水理模型実験で行う計測項目は、波高及び流速、トレーサー追跡による漂砂移動状況と

する。計測箇所は、航路や港口、防波堤及び突堤周辺、港内泊地など、流況や漂砂の動

態把握に適した地点を複数設定する。 

（イ）数値シミュレーション（３次元海浜変形モデル）の結果比較及び解析の評価 

・港形及び波浪条件は（ア）と同一とし、複数の数値シミュレーションモデル（浮遊砂を

考慮した３次元海浜変形モデル及び浮遊砂と掃流砂を考慮した３次元海浜変形モデルを

想定）の計３×２＝６ケースで計算を実施する。 

・数値シミュレーション結果と水理模型実験結果を定量的に比較し、波高・流速のシミュ

レーション結果の精度検証を行う。また、シミュレーションにより計算した流況図及び

地形変化量図と水理模型実験におけるトレーサー材料の移動経路から作成する流況図及

びトレーサー堆積位置・量の結果を比較し、数値シミュレーションによる漂砂移動の再

現性について検証を行う。 

・数値シミュレーションによる漂砂解析の実施手順や留意点、適用範囲等を整理する。ま

た、将来の気候変動に伴う波高・潮位の増大等による埋没対策への影響を分析する。 

（ウ）ガイドラインの改訂案の作成 

・（ア）及び（イ）の結果を踏まえ、ガイドラインの改訂案を作成する。 
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イ LCC 算定プログラムの構築 

（ア）プログラム基本機能の作成 

・令和７年度業務で作成した LCC 算定プログラムの対象施設に、矢板及び杭式防波堤、浮

防波堤、重力式護岸、矢板式護岸、水域施設の５つの構造形式を追加する。 

（イ）実工事を踏まえた機能保全対策の分析 

・（ア）で追加する５つの構造形式において、全国の漁港における直近５年程度の機能保

全事業での工事事例を収集整理し、LCC 算定プログラムに追加する工種及び工事単価等

を適切に算定する。 

（ウ）改善点の把握及びプログラムの改良 

・LCC 算定プログラムの操作マニュアル案を作成するとともに、プログラムの試作版を漁

港管理者（３自治体程度）及び民間事業者等（５事業者程度）に提供し、機能及び操作

方法等にかかる改善点等をアンケート又はヒアリングにより把握し、プログラムの改良

を行う。 

 

ウ 新技術の普及促進 

・漁港漁場の整備・管理の効率化・高度化に資する ICT 等新技術の活用促進を図るため、

水産基盤整備事業において漁港管理者等が主体的に新技術導入に取り組むことを目的

に、ICT 活用推進協議会を開催し、官民連携による新技術導入に向けた情報交換、活用

事例の普及を図る。また、ICT 活用にあたっての課題及び対応策をとりまとめるととも

に、協議会で報告のあった活用事例を収集整理し「水産基盤整備事業における ICT 活用

事例集」の改訂案を作成する。 

・ICT 活用推進協議会の参加者は有識者（２名程度）、漁港管理者、民間事業者等とし、

東京都内（対面及びオンラインの併用）で１回の開催を想定している。 

・有識者の選定に当たっては監督職員と協議の上、決定し、有識者に対する謝金、旅費、

会場費、資料印刷費等の経費は委託費用に含めるものとする。 

 

（３）検討会の設置・運営 

上記（２）アの実施に当たっては、有識者３名程度による検討会（２回程度）を開催し、調査

方法を検討するとともに、その結果について整理する。なお、有識者の選定に当たっては監督職

員と協議の上、決定する。また、検討会の開催場所は、東京都内（Web 併用を想定）とし、有識

者に対する謝金、旅費、会場費、資料印刷費等の経費は委託費用に含めるものとする。 

 

 

（４）その他 

ア 水産庁との協議 

調査着手前（４月）、中間報告（８月）、調査終了前（３月）の計３回程度、監督職員と協

議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議後１週間以内に監督職員に

提出すること。 

 

イ 調査計画書 

契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体制図等

をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課設計班に電子媒体で提出すること。 
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また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同班に提

出すること。さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行

うこと。 

 

ウ 年度末報告会 

年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表し、有識者

から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。 同報告会は農

林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポイントによるスライ

ド形式を予定している。 

なお、発表内容等の詳細については、監督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施に当たり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、その際

は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸与申請を行う

こと。 

（関係資料） 

・航路・泊地埋没対策ガイドライン（平成 26 年３月、水産庁漁港漁場整備部） 

・無人航空機（UAV）を活用した水産基盤施設の点検の手引き（平成 31 年３月、水産庁漁港漁

場整備部整備課） 

・センシング技術を活用した漁港施設の点検の手引き～水中 3D スキャナーとナローマ 

ルチビームの活用～（令和３年３月、水産庁漁港漁場整備部整備課） 

・光学機器を活用した水産基盤施設の点検の手引き～水中ドローンと垂下式カメラの活用～

（令和４年３月、水産庁漁港漁場整備部整備課） 

・磁気センサーを活用した水産基盤施設の点検の手引き～水中部における非接触式の肉厚測定

～（令和６年４月、水産庁漁港漁場整備部整備課） 

・水産基盤施設の点検における新技術活用指針（令和６年４月改訂、水産庁漁港漁場整備部整

備課） 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調

査」報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産庁漁港

漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

ただし、令和７年度水産基盤整備調査委託事業については、入札公告期間中は事業を実施中で

あることから、報告書ではなく参考資料を閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること。 

 

５ 成果品 

調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ込こん

だもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を事業課設計班へ提出すること。なお、提出する電子媒体

は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 
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６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調査担当

まで提出すること。 

 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本事業に

取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組（別紙

１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告すること。別紙１

の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じて報

告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を行える

ものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担行為担

当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終了後

においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき

は、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等の適

正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等業務

共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題４  

令和 8 年度水産基盤整備調査委託事業 

「漁港漁場施設の設計手法の高度化等検討調査」 

仕様書（案） 

 

 

１ 事業目的（調査背景、課題等） 

（１）設計高度化調査 

 「漁港・漁場の施設の設計参考図書 2023 年版」（以下「設計参考図書」という。）では、漁

港・漁場の施設に対して簡便に耐震性能の照査を行う方法として、設計水平震度を用いた震度法

が示されている。現在、設計参考図書に示されている設計水平震度は、1885 年～1981 年までの

地震記録に基づき算定されたものであり、東日本大震災(2011 年)や能登半島地震(2024 年)など

昨今の大規模地震を踏まえ、近年の地震動データを加味した地域別震度の見直しについて検討す

る必要がある。本事業では、全国の港湾におけるレベル１地震動データをもとに、設計参考図書

における地域区分毎に照査用震度を算出し、設計水平震度の見直し案をとりまとめる。 

また、漁港における地震・津波対策は、｢平成 23 年東日本大震災を踏まえた漁港施設の地震・

津波対策の基本的な考え方（平成 26 年 1 月改訂）｣に基づき、圏域計画における拠点漁港や防災

上重要な漁港等において耐震岸壁等の整備が進められており、漁港の役割や施設の機能、地震・

津波の発生頻度や規模に応じた対策が講じられている。今後、大規模地震や頻発する自然災害等

に対して漁港の防災機能を強化していく観点から、本事業において、漁港の耐震強化や津波に対

する粘り強い構造化に関する効果的な整備事例を分析検証するとともに、大型低気圧や台風等に

対する高潮・波浪対策など漁港の機能強化対策事例を収集整理し、国土強靱化に資する設計の手

引きをとりまとめる。 

さらに、能登半島地震によって著しい地盤隆起が生じた漁港及び周辺の漁港海岸においては、

急速な砂浜変形が起きており、これまで技術的知見の乏しい隆起後の海底地形変化の影響による

波浪、漂砂等の変動傾向を把握するとともに、経年的なモニタリング手法及び数値シミュレーシ

ョンによる将来予測手法に関する検討を行う。 

 

（２）AI 活用支援調査 

小規模な市町村を中心に技術系職員の確保が難しくなってきており、とりわけ水産基盤整備事

業を実施する市町村のうち、約４割では既に技術系職員が不在となっている。今後とも漁港管理

者等において、担当技術者の不在等により業務実施にあたっての経験やノウハウの伝承が困難な

状況が続くと考えられる。 

そこで本事業において、水産関係公共事業の実施に関して熟練度の低い自治体職員が、具体的

な業務の遂行にあたって参考となるような AI（Artificial Intelligence）支援ツールの構築を

視野に、その導入に対するニーズの把握と具体的な AI 支援ツールの類型を選定する。 

 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 
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３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１） 調査事項及び調査方法 

ア 設計高度化調査 

① 耐震照査手法に関する技術的検討 

漁港の設計水平震度について、令和７年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の

設計手法の高度化検討調査」（以下、「令和７年度調査」という。）に基づき、全国の港

湾におけるレベル 1 地震動の加速度波形にかかる情報を収集整理し、漁港の代表的な地盤

モデルの設定及び周波数特性を考慮したうえで、設計参考図書に示されている地域区分毎

に照査用震度を算出する。また、設計参考図書の地域区分毎に照査用震度の分布状況を分

析し、耐震照査を適切かつ合理的に行う観点から、必要に応じて地域区分の見直しを行

い、地域別設計水平震度の見直し案をとりまとめる。 

 

② 国土強靭化に資する整備事例及び設計手法に関する技術的検討 

東日本大震災以降に実施された耐震・耐津波対策について、令和７年度調査で収集整理を

行った整備事例をもとに、L1・L2 地震津波の設定、対策目的、構造形式、地盤種別、耐震照

査法、液状化対策の有無、整備効果等を整理分析する。また、大型低気圧や台風等による高

潮・波高の増大等に対し安全が確保されていない漁港において、越波や浸水被害を防ぐため

の機能強化対策事例を収集整理し、近年の気象データや観測値並びに気候変動に伴う将来変

化を考慮した沖波や潮位等の設計条件、対策断面、施工法、整備効果等を整理分析する。以

上の結果をとりまとめ、今後、全国の漁港管理者等が耐震・耐津波対策及び高潮・波浪対策

を実施する際に参考となる設計手法に関する技術的知見をとりまとめ、「国土強靱化のため

の漁港施設の設計手引き(案)」を作成する。 

 

③ 地盤隆起等による地形変化の影響把握及び将来予測に関する技術的検討 

能登半島地震で著しい地盤隆起が生じた漁港及び周辺の漁港海岸について、令和７年度調

査で実施した汀線測量及び波浪観測等の結果を踏まえ、海浜の動態や波浪、漂砂の変動等を

把握するために必要なモニタリング及び観測データの分析を実施するとともに、公表されて

いる地震前後の地形データを用いた数値地形画像解析等の参考情報を必要に応じて収集整

理し、地盤隆起を受けた漁港周辺の地形変化の将来予測（３次元海浜変形モデルを用いた数

値シミュレーション）及び再現性評価を行う。また、今後、全国で発生し得る大規模災害等

に備え、地形変化の影響を把握するための ICT等を活用した効果的・効率的なモニタリング

手法及び数値シミュレーションによる将来予測に関する技術的知見をとりまとめる。 

 

イ AI 活用支援調査 

① 業務課題のヒアリングと整理 

都道府県・市町村の職員に対し、事業計画策定、設計、積算、発注、施設の点検・維持管

理、法令や技術基準の確認、交付申請、精算手続き等の業務を行う上で、どのような点で

理解が難しいと感じているかを詳細にヒアリングする。ヒアリング対象は、都道府県、市

町村ともに５団体ずつとし、その決定にあたっては監督職員と協議するものとする。 
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② AI 支援ツールで解決すべき具体的な業務内容の特定 

上記①の整理を元に、自治体職員が実際に解決したい疑問を分野別に設定する。 

例：計画策定分野 「施設の機能保全計画策定にあたって、施設毎の修繕事例と活用した

新技術を参照したい」、積算分野「活用する新技術に応じた積算方法を知りたい」など。 

 

③ 構築する AI 支援ツールの類型の選定 

上記②で設定した疑問（ユースケース）と AI 類型毎の特性を照らし合わせて、最も効

果的と思われる支援ツールの概要を複数提示し、それぞれのメリットとデメリットを整

理する。 

 

（２）検討会の設置 

事業内容 ア.設計高度化調査の実施にあたっては、有識者等３名程度による検討会を年

２回開催し、調査方法を検討するとともに、その結果について整理する。 

なお、有識者の選定に当たっては監督職員と協議の上、決定する。 

また、検討会の開催場所は、東京都内（Web 併用を想定）とし、有識者に対する謝金、

旅費、会場費、資料印刷費等の経費は委託費用に含めるものとする。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（８月頃、12 月頃）、調査終了前（３

月）の計４回程度、監督職員と協議を行うこと。 

なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議後１週間以内に監督職員に提出する

こと。 

    

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課設計班（事業内容 ア.設計

高度化調査）、企画班（事業内容 イ.AI 活用支援調査）に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこ

と。 

 

ウ 年度末報告会 

事業内容 ア.設計高度化調査について、年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の

漁港・漁村委員会で調査結果を発表し、有識者から意見を聴くことから、発表資料の作

成や同報告会への出席を行うこと。また、年度末報告会は農林水産省内会議室において

半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポイントによるスライド形式を予定してい

る。 

なお、発表方法等の詳細については、監督職員と協議の上、決定することとする。 
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４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施に当たり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「漁業地域復旧・復興対策緊急調査」報告書 

・令和６年度「狼煙漁港（狼煙地区）災害復旧事業実施計画検討業務」報告書 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の設計手法の高度化検討調査」報

告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

ただし、令和７年度水産基盤整備調査委託事業については、入札公告期間中は事業を実

施中であることから、報告書ではなく参考資料を閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること。 

 

５ 成果品 

調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を事業課設計班へ提出すること。なお、提出

する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 

 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については監督職員の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 
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（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等

の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等

業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 
 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題５ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「沖合漁場整備に係る手法開発調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

漁港漁場整備長期計画（令和４年３月閣議決定）の重点課題の一つとして、海洋環境の変

化への対応力強化による持続可能な漁業生産の確保が掲げられ、沖合におけるフロンティア

漁場整備や水産生物の生活史を踏まえた広域的な水産環境の整備等の資源管理の取組と連携

した漁場整備の推進が実施目標の一つとされている。 

こうした中、沖縄、鹿児島、宮崎、高知、和歌山など主として黒潮海域の外洋域で整備さ

れている浮魚礁は、カツオ等の大型回遊魚が漂流物に集まる習性を利用し、蝟集した魚類を

効果的に捕獲する目的で整備されており、これらの海域・魚種についての保護育成・増殖の

ニーズは高い。 

一方で、これまでに行った調査において浮魚礁周辺でカツオ等が摂餌行動を行い増殖して

いる可能性が示唆されてるものの、カツオ等を対象にした浮魚礁の増殖効果の実証、そのメ

カニズムの解明には課題が残る状況である。 

このため、本調査では、高知県沖の浮魚礁におけるカツオを対象として、既往知見を踏ま

え、浮魚礁の保護育成・増殖メカニズムの検証、解明等を行うものである。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 浮魚礁の増殖（増肉）メカニズムの解明 

イ 浮魚礁の増殖（産卵場）効果の解明 

ウ 気候変動の把握 

エ 増殖（増肉・産卵場）効果算定に当たっての考察 

 

（２）調査の方法 

ア 浮魚礁の増殖（増肉）メカニズムの解明 

    検討海域である高知県沖の浮魚礁においては、既往の調査より浮魚礁近傍で餌料生物

が増えるデータが一部認められるものの単発的な結果にとどまっており、蓄積が不十分

である。また、カツオは１基の浮魚礁に４日間程度滞留し浮魚礁周辺で摂餌する可能性

が示されているが、浮魚礁の周辺で餌料が増加し増殖（増肉）するというメカニズムに

ついては、データに基づく実証が必要である。 

    以上より、高知県沖浮魚礁とその周辺におけるカツオの蝟集状況や滞留状況、餌料生

物の蝟集状況、滞留状況、分布を調査し、増殖（増肉）メカニズムを検証、解明する。 
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    調査に当たっては、以下の方法を想定しているが、調査地点、調査時期、詳細な調査

方法等については、浮魚礁の利用実態、対象生物の分布時期、海象を踏まえ、監督職員

と協議の上決定することとする。 

 

（ア） 計量魚探調査（定点式、航走式） 

   ・浮魚礁周辺にカツオ、カツオの餌となる小型魚（マアジ、マサバ、マイワシ等）が蝟

集しているかを調査するとともに、浮魚礁からの距離に応じた個体の密度、分布等を分

析し、浮魚礁による蝟集効果を検証する。 

・調査位置は、対象海域に整備された浮魚礁とし、定点式は１地点×１回×2 か月程度

（連続）、航走式は、１航海×１回×２季を想定している。 

・調査時期は航走式については５月～６月及び７月～８月の２回とし、１回当たり１航

海を基本とする。調査位置は監督職員と協議して決定すること。 
・使用する計量魚探装置は、カツオや小型魚類、プランクトンの分布状況を把握できる

ものとする。 
・計量魚探を航走する調査測線は、１日で航走できる距離の範囲で設定することとし、

調査測線の配置は監督職員と協議して決定するものとする。 

 

（イ） 餌料等生物調査 

   ・カツオの餌料環境を把握するため、浮魚礁周辺等に小型魚類やプランクトンが蝟集し

ているか調査行う。 

・小型魚類については、ネットの水平曳き等により採集し、一部は冷凍して（ウ）の分

析試料とし、その他はホルマリンで固定する。固定した試料について、種ごとに個体数

を計数し、全長、体重を計測して、小型魚類の種組成、出現量を把握する。 

・プランクトンについては、稚魚ネットの水平曳きにより、採集し、一部は冷凍して（ウ）

の分析試料とし、その他はホルマリンで固定する。固定した試料について、種ごとに個

体数を計数し、動物プランクトンの種組成、出現量を把握する。 

・調査時期は５月～６月及び７月～８月の２回を想定している。 

・調査地点は１回あたり３点を想定しており、調査地点は監督職員と協議して決定する

こと。 

 

（ウ）炭素・窒素安定同位体比分析 

・（イ）及びイ（ア）で採取した試料について、炭素・窒素安定同位体比分析する。 

・分析試料は１回あたり９検体（カツオ３検体、小型魚類３検体、プランクトン３検体）、

計２回とする。 

 

（エ）調査結果とりまとめ、考察 

   ・（ア）～（ウ）の調査結果を踏まえ、浮魚礁周辺での増殖（増肉）メカニズムについ

て、検証・考察するとともに、今後必要となる調査について、令和７年度に策定した

調査計画（案）の精査を行う。 
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イ 浮魚礁の増殖（産卵場）効果の解明 

   検討海域である高知県沖においては、既往の調査より７月～８月にかけて、浮魚礁に蝟

集したカツオが産卵している可能性があることが推察されている。 

   これらを十分なデータに基づき実証するため、浮魚礁周辺のカツオの漁獲内容の定量的

な把握、成熟度の分析等を行い、増殖（産卵場）効果を検証、解明する。 

   調査に当たっては、以下の方法を想定しているが、詳細な調査方法等については、監督

職員と協議の上決定することとする。 

 

（ア） 漁獲調査 

 ・調査位置は対象海域に整備された浮魚礁とし、１地点とする。 

 ・調査時期は７月～８月とする。 

   ・魚類（成魚）は釣りまたは買い上げにより採集する。調査個体は 20検体を想定してお

り、捕獲後、種同定、尾数計数、重量・全長計測を行い、漁獲内容を定量的に把握する。 

 

（イ） 生殖腺分析    

   ・生殖腺を秤量し、生殖腺熟度指数（ＧＩ）を算出し、成熟度を算定する。 

 

（ウ） 胃内容物分析 

   ・サンプルを 10%ホルマリンで固定し、内容物の種類、重量を計測し、胃充満度を測定

する。 

  

（エ） 調査結果取りまとめ、考察 

   ・（ア）～（ウ）の調査結果を踏まえ、浮魚礁周辺の増殖（産卵場）効果について、検

証・考察するともに、今後必要となる調査について、令和７年度に策定した調査計画

（案）の精査を行う。 

 

ウ 気候変動の把握 

過年度の調査では、黒潮離岸時に基礎生産が高く、接岸時に低い傾向がみられている。カ

ツオの漁獲量も離岸時に多く、接岸時に少ない傾向がみられている。また、黒潮大蛇行は令

和７年４月に終息したとみられており、黒潮の流路や離接岸についても調査時の状況を把握

する必要がある。そのため、調査海域周辺の海域環境情報を既存資料により収集する。 

（ア）海面水温 

（イ）黒潮の流路 

 

エ 増殖（増肉・産卵場）効果算定に当たっての考察 

  浮魚礁の増殖（増肉・産卵場）効果について、調査結果を踏まえて便益を試算する。また、

浮魚礁整備により期待される効果全体に対して、増殖効果が占める割合を検証し、事業の費

用便益分析に向けて必要な事項の整理、考察を行う。 
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（３）検討会の設置・運営 

ア～エの実施に当たって、以下のとおり、有識者で構成される検討会を設置・運営し、

指導・助言を得ながら、浮魚礁の保護育成・増殖メカニズムの解明に向けた分析、検討を

行うこと。 

  【検討会の開催時期・場所】 

   ・年３回（５月、10月、２月頃を想定）検討会を開催することを想定している。 

   ・場所は東京都内を想定（WEB 併用を想定）している。 

  【検討会の内容】 

   ・第１回：今年度の調査計画について委員から指導・助言を受ける 

   ・第２回：調査結果を取りまとめ、分析方法等について委員から指導・助言を受けるこ

ととする。 

   ・第３回：報告書取りまとめ（案）について提示し、委員から指導・助言を受けるもの

とする。 

  【検討会の準備】 

   ・委員の日程調整、会場選定及び会場準備、委員への事前説明を行うこと。 

  【検討会の構成】 

   ・専門知見を有する有識者（学識経験者、国・都道府県研究機関研究者、漁業者代表等

４名程度を想定している。） 

  【その他】 

   ・会場費、会議費、資料印刷費、旅費交通費、謝金等検討会開催に必要な各種経費につ

いては、委託費用に含むものとする。 

   ・委員の選定、開催時期等については監督職員と協議して決定する。 

   

 

（４）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（９月、１月）、調査終了前（３月）の

計４回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、

協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

 

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調

査担当」という。）に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこと。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載するとともに、現地作業について、調

査方法、安全対策等の詳細を記載すること。 
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ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁場委員会で調査結果を発表し、有識

者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、年

度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポ

イントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監督

職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は調査担当に貸与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・平成 30～31 年度水産基盤整備調査委託事業「大水深域の漁場整備における効果評価及

び整備技術の開発」報告書 

・令和２年度水産基盤整備調査委託事業「浮魚類を対象とした漁場整備調査」報告書 

・令和３年度水産基盤整備調査委託事業「浮魚礁周辺における回遊魚の保護増殖の検討

調査」報告書 

・令和４年度水産基盤整備調査委託事業「浮魚礁が有する餌場効果の解明調査」報告書 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「浮魚礁が有する増殖効果解明及び今後の展開

可能性調査」報告書 

・平成 22～24 年度水産基盤整備調査委託事業「沖合域漁場整備の手法開発調査」報告書 

・平成 25～26 年度水産基盤整備調査委託事業「沖合域漁場整備の事業化検討調査」報告

書 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「沖合漁場整備の可能性検討調査」報告書 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「沖合漁場整備に係る手法開発調査」報告書 

・その他、フロンティア漁場整備に係る整備効果調査業務報告書等 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

ただし、令和７年度水産基盤整備調査委託事業については、入札公告期間中は事業を実

施中であることから、報告書ではなく参考資料を閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を事業課調査担当へ提出すること。なお、提

出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題６ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「有明海水産基盤整備実証調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

我が国有数の閉鎖性海域として特異な海洋環境にある有明海において実施されているタイ

ラギ漁業は、近年立ち枯れへい死等の問題により成貝が確認できず休漁が続いている。 

漁港漁場整備長期計画（令和４年３月閣議決定）では、二枚貝の生産安定・回復を図るた

め、覆砂等による底質環境の改善を推進することとしており、タイラギ漁業の再生を図るこ

とを目的として、凹凸覆砂畝型漁場及び生物機能活用型基盤（以下「凹凸覆砂畝型漁場等」

という。）を試験的に造成し、効果を検証してきた。 

これまでの調査の実施状況としては、凹凸覆砂畝型漁場による浮泥の堆積抑制や生物機能

活用型基盤による餌料生物等の増殖が図られること等により地点によって差はあるものの、

移植したタイラギ稚貝がへい死せず一定程度成長することが確認されるとともに、一部では

天然稚貝の着底も確認されている。 

また、タイラギの立ち枯れへい死の要因の一つとして、餌料環境や底質環境の悪化が考え

られているところである。 

本調査では、凹凸覆砂畝型漁場等がタイラギの成育環境改善に与える効果を検証するため、

凹凸覆砂畝型漁場等において移植タイラギの生残及び成長のモニタリング、水産生物の蝟集状

況調査等を実施し、タイラギの成育環境改善に関する効果を比較検証し、タイラギの成育環境

を定量的に評価する指標を検討するとともに、凹凸覆砂畝型漁場等の漁場としての基盤整備効

果等を検証することを目的とする。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア タイラギ等に関する現地調査 

イ 凹凸覆砂畝型漁場が底質及び底生生物に及ぼす影響の把握 

ウ 凹凸覆砂畝型漁場等による成育環境改善効果の検証 

エ 今後の対応策の検討 

 

（２） 調査の方法 

ア タイラギ等に関する現地調査 

（ア）タイラギ浮遊幼生調査 

（内容） 

・タイラギ浮遊幼生の発生状況を調査し、凹凸覆砂畝型漁場等への来遊状況について、過
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年度調査結果との比較検討を行うとともに、測定海域における浮遊幼生の出現メカニズ

ムについて検討する。  

 

（方法） 

・浮遊幼生の採取方法は、ポンプ法又はプランクトンネットの垂直曳きとし、必要に応じ

て採取方法を選択すること。 

・採取はタイラギの産卵機関と考えらえる６月から９月末頃までの間に測定海域の底層

において実施（最長でも 10 日間隔程度）し、浮遊幼生の出現が確認された場合には、

その後７日間隔程度で調査を継続すること。 

   ・採取した浮遊幼生については、個体数密度及び殻長を分析し、過年度からの調査結果と

他機関から提供された有明海の他地点の調査結果との比較検討を行うとともにデータ

を蓄積すること。 

   ・浮遊幼生の出現状況について、関係者へのヒアリング、文献調査等を行い、測定海域に

出現するメカニズムを検討すること。また、メカニズム解明のため必要な調査を提案す

ること。 

 

  （調査個所） 

・整備済凹凸覆砂畝型漁場等３箇所（福岡県大牟田沖２箇所、佐賀県太良町沖１箇所）、

諫早湾湾口部１箇所、長崎県小長井沖１箇所の計５か所で実施することとし、詳細につ

いては監督職員と協議して決定すること。 

 

（イ）タイラギ種苗の移植と周辺環境の把握 

（内容） 

・タイラギ稚貝を凹凸覆砂畝型漁場に移植し、生残状況及び成長状況をモニタリングする

とともに、移植期間中は周辺環境のモニタリング（連続観測調査）も併せて行う。 

 

（方法） 

・タイラギ稚貝を移植するときは、十分な食害対策を講じた上で実施すること。 

・移植後は１か月に２回程度の頻度で、タイラギの生残率及び死亡状況等のデータを分析

するとともに、移植個所の特性の違い（移植個所（凹凸覆砂畝型漁場（３箇所）及び対

照地点（三池港））の海域環境の違い、生物機能活用型基盤の有無等）がタイラギの生

残、成長等に及ぼす影響について比較検証を行うこと。また、過去の調査において移植

したタイラギ種苗についても同様の分析を継続して行うこと。 

 ・上記分析において死亡個体が確認された場合は、死亡状況を確認すること。 

・移植するタイラギ稚貝については、これまでに造成した凹凸覆砂畝型漁場に着底した天

然種苗又は関係機関等から入手可能な場合は人工種苗を用い、必要に応じて三池港等に

おいて中間育成を行うこととし、大雨等の不測の事態に備え、避難先選定等の対応に十

分留意すること。 

 ・また、調査期間中は、タイラギの生息環境における連続観測調査（水温、塩分、DO、ク

ロロフィル a、濁度、流向・流速）を周年実施する。 
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（調査箇所） 

 ・整備済凹凸覆砂畝型漁場３箇所（福岡県大牟田沖２箇所、佐賀県太良町沖１箇所）、三

池港１箇所の計４箇所で実施することとし、詳細については、監督職員と協議して決定

すること。 

 

（ウ）タイラギ成長時の餌料環境の改善効果の把握 

（内容） 

・タイラギ成体及び実際にタイラギが摂取している餌料を分析し、両者を比較することで

移植箇所毎に、タイラギが摂取している餌料の違いを把握する。 

 

（方法） 

・（イ）で移植したタイラギ種苗の一部を１か月に 1 回程度の頻度で、成長測定及び生体

成分分析を行うこととし、標本数については監督職員と協議して決定すること。 

・なお、過去の調査において移植した種苗についても同様の分析を継続して行うととも

に、令和８年５月から２か月毎を目安に採取した海水中のタイラギ餌料成分についても

分析すること。 

・タイラギの生体成分分析においては、貝柱筋肉中におけるグリコーゲン量を測定し比較

すること。 

・海水中のタイラギ餌料の成分分析として、海水中に含まれるクロロフィル a や懸濁態の

有機物量（POM）の季節変動を測定すること。 

 

（調査箇所） 

・整備済凹凸覆砂畝型漁場３箇所（福岡県大牟田沖２箇所、佐賀県太良町沖１箇所）、三

池港１箇所の計４箇所で実施することとし、詳細については、監督職員と協議して決定

すること。 

 

（エ）水産生物の蝟集状況の把握 

（内容） 

・凹凸覆砂畝型漁場等における水産生物の蝟集状況を把握するため、試験操業等による水

産生物の現地調査を行い、凹凸覆砂畝型漁場等におけるタイラギ以外の水産生物の蝟集

効果を分析する。 

 

（方法） 

・凹凸覆砂畝型漁場周辺等への水産生物の蝟集状況について、海域環境の違いや生物機能

活用型基盤の有無等による差異を比較検討するため、試験操業や漁業者等へのヒアリン

グによりデータを収集し、水産生物の蝟集に及ぼす効果について分析する。 

・実施に当たっては、以下に示す試験操業を行うとともに、地元漁業者や遊漁船の船長等

へヒアリング調査を行い、分析に必要なデータを収集する。調査頻度は３か月毎程度を

目安とする。 

・試験操業は整備済凹凸覆砂畝型漁場３箇所の定点において、刺し網、たこなわ、カニカ

ゴ等有明海で使用されている漁具を用いて蝟集する水産生物の採取を行う。採取した水
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産生物は、採取方法（漁法）毎に生物の種類、個体数、大きさ、重量等について分析を

行うこと。 

・加えて、整備済凹凸覆砂畝型漁場３箇所周辺において、刺し網、たこなわ、カニカゴ等

を操業している地元漁業者及び遊漁船の船長等を対象として、ヒアリング調査を実施

し、漁業種類毎の操業状況、魚種別漁獲量等を把握すること。 

・過年度の調査結果及び上記の結果等を踏まえ、凹凸覆砂畝型漁場等を設置したことによ

る水産生物の蝟集効果を分析し、凹凸覆砂畝型漁場等の漁場としての基盤整備効果を検

証する。 

 

（分析） 

・採取した生物は、ホルマリン固定等の適切な処理を行った上で、採取方法毎に生物の種

類、個体数等について分析を行うこと。 

・加えて、分析結果から凹凸覆砂畝型漁場等による水産生物の蝟集効果を分析すること。 

・また、上記の分析結果を踏まえ凹凸畝型漁場等の漁場としての基盤整備効果を検証す  

ること。 

 

（調査箇所） 

   ・整備済凹凸覆砂畝型漁場等３箇所（福岡県大牟田沖２箇所、佐賀県太良町沖１箇所）で

実施することとし、詳細については監督職員と協議して決定すること。 

    

 

イ 凹凸覆砂畝型漁場が底質及び底生生物に及ぼす影響の把握 

（内容） 

・凹凸覆砂畝型漁場の設置による底質の改善効果及びマクロベントスの生息に及ぼす影

響を把握する。 

 

（方法） 

・凹凸覆砂畝型漁場内とその近傍に対照地点を設定し、夏季（８月頃）及び冬季（２月頃）

の年２回、底質及びマクロベントスを採取して分析すること。 

・底質サンプルの採取は、潜水士により直径５㎝のアクリルパイプを使用して柱状採泥を

行い、海底面から深度１㎝までの底質を分析試料とすること。 

 

（分析） 

 ・底質の分析項目は、粒度組成、強熱減量、全硫化物（Ｔ－Ｓ）、化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）、酸揮発性硫化物（ＡＶＳ）、クロロフィル a とすること。 

・マクロベントスの採取は、潜水士によりハンド・マッキンタイヤ型採泥器を用い、地点

あたり４回採泥し、混合して１検体とする。 

・採泥後は１mm 目合の篩でふるい、種の同定、個体数の計数、種別湿重量を測定するこ

と。 
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（調査箇所） 

   ・整備済凹凸覆砂畝型漁場等３箇所（福岡県大牟田沖２箇所、佐賀県太良町沖１箇所）で

実施することとし、各調査箇所における観測点数と配置ついては監督職員と協議して決

定すること。 

 

ウ 凹凸覆砂畝型漁場等による成育環境改善効果の検証 

（内容） 

・これまでの調査結果をもとに、有明海タイラギの立ち枯れへい死の原因は、底質環境及

び餌料環境の悪化であるとの仮説を立て、これらを改善するために凹凸覆砂畝型漁場等

を整備し、効果検証のためのモニタリングを実施している。 

・本調査では、これまでの調査結果等を踏まえ、凹凸覆砂畝型漁場等の整備による底層環

境及び餌料環境の改善効果を定量的に評価可能な手法を検討する。 

・加えて、過年度の調査結果を踏まえて、凹凸覆砂畝型漁場等の造成効果及び既設の造成

適地としての評価、今後の新たな造成地としての要件等を検討する。 

 

（検討方法） 

・底層環境：凹凸覆砂畝型漁場等の整備による底層環境の改善効果を検証するため、イの                                              

調査結果を踏まえ、検討すること 

・餌料環境：本調査で得られたデータ及び既往調査結果等を踏まえ、タイラギの餌料環境                  

の定量的な評価手法（有効採餌量）の改善策（濁度及び餌濃度の適切な反映

手法等）を検討すること。 

・浮遊幼生の分布、稚貝・成貝の生息状況、貧酸素水塊や低塩分水の影響の受けやすさ、

海底底質の状況等に着目し、既設の凹凸覆砂畝型漁場の造成適地として評価を行うとと

もに、今後の新たな造成地としての要件等の検討を行う。 

 

 エ 今後の対応策の検討 

   ア～ウの結果を踏まえ、今後のタイラギ漁業の再生を図るための方策を検討する。 

凹凸覆砂畝型漁場の今後の展開方法に限らず、タイラギ漁業の再生に寄与する新たな方策

も含め検討すること。 

 

（３）検討会の設置・運営 

ア～エの実施に当たっては、以下のとおり有識者で構成される検討会を設置・運営

し、有明海のタイラギに関して各機関が取り組んでいる試験・研究及び事業の成果や情

報を共有するとともに、相互に協力し効率的に作業を分担して、有明海のタイラギ漁業

再生に向けた分析、検討を行うこと。 

【委員構成】５名程度（学識経験者、有明海沿岸関係県の研究機関、行政関係者、漁業

関係者等を想定。） 

   【開催場所】福岡県、佐賀県又は長崎県（Web 併用を想定） 

   【開催時期】令和８年５月頃（調査計画等の検討）１回 

         令和９年２月頃（調査結果及びとりまとめ（案）の議論）１回 

   【そ の 他】会場費、会議費、資料印刷費、委員の旅費交通費・謝金等、検討会の設置
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・運営に必要な各種経費については委託費用に含むものとする。 

また、委員の選定、開催時期等の調整に当たっては、監督職員と協議して

決定すること。 

   

（４）その他 

ア 水産庁との協議 

調査着手前（４月）、中間報告（９月）、調査終了前（３月）の計３回程度、監督職

員と協議を行うこと。 

なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議後１週間以内に監督職員に提出する

こと。 

 

イ 調査計画書 

契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調

査担当」という。）に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこ

と。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載するとともに、現地作業について、調

査方法、安全対策等の詳細を記載すること。 

 

ウ 年度末報告会 

年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁場委員会で調査結果を発表し、有識者

から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。年度末報告

会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポイントに

よるスライド形式を予定している。 

なお、発表方法等の詳細については、監督職員と協議の上、決定することとする。 

また、年度末報告会の漁場委員会（５課題程度を想定）を円滑に遂行するため、委員

会の事務局運営（会場設営準備や資料印刷、当日の司会進行、２名程度の委員（学識経

験者を想定）への旅費交通費・謝金の支払い等を含む。）を行うこととし、実施方法の

詳細や他の委員会（漁港・漁村委員会）との調整に当たっては、調査担当の担当者と調

整すること。 

 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・平成 24年度水産基盤整備調査委託事業「有明海水産基盤整備実証調査」総括報告書 
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・平成 29年度水産基盤整備調査委託事業「有明海水産基盤整備実証調査」総括報告書 

・令和４年度水産基盤整備調査委託事業「有明海水産基盤整備実証調査」総括報告書 

・令和５年～７年度水産基盤整備調査委託事業「有明海水産基盤整備実証調査」報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

ただし、令和７年度水産基盤整備調査委託事業については、入札公告期間中は事業を実

施中であることから、報告書ではなく参考資料を閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ込

こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を事業課調査担当へ提出すること。なお、提出す

る電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調査

担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本事

業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じ

て報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を行

えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担行

為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終

了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じた

ときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等

の適正化について」に従うこと。 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等

業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題７ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「水産環境整備マスタープランの策定・改訂等に係る検討調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

平成 22 年度以前は、地方公共団体により、地先海域における単一の増殖場造成など、「点」

的な漁場整備が行われていた。当時から我が国周辺の水産資源の水準が低位で推移する中で、

単一的な整備のみでは、水産資源の早急な回復は困難であるとされ、平成 22年度に「豊かな

海を育む総合対策事業」が創設された。創設以来、それまでの「点」的な考え方から、水産

生物の成長段階ごとに利用される生息環境の連続性を踏まえた生息環境空間を捉える「空間」

的な整備を進める方針に転換したところである。同事業に基づき、これまでに 33 の海域で「水

産資源を育む水産環境保全・創造事業基本計画（豊かな海を育む総合対策）（以下、「水産

環境整備マスタープラン」という。）」が策定されており、地方公共団体は、水産環境整備

マスタープランの下、水産生物の生活史に対応した広域的かつ総合的な環境整備を実施して

いる。 

他方で、各地区の漁場整備事業ごとには事業評価を行い、事業の目標達成度を客観的に測

り、その成果を判断しているが、水産環境整備マスタープランの制度としての評価はなされ

ておらず、本制度の趣旨となる“生活史に対応した”漁場整備の検証が必要となっている。 

また、制度の検討から 15 年程が経過した現在では、気候変動の進行により、海洋において

広範かつ急速な変化が生じており、例えば、令和５年および６年において、我が国近海の平

均海面水温が統計開始以降最も高い値を更新するなどし、水産業において大きな影響を及ぼ

している。 

こうした状況から、これまでに水産環境整備マスタープランに基づいて実施された漁場整

備の効果を分析・検証の上、適切に評価し、かつ昨今の海洋環境の変化等の新たな視点を加

えた内容に改訂していくことが望まれる。 

改訂にあたっては、地方公共団体が定期的に水産環境整備マスタープランを見直していけ

るよう、「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」として取りまとめるこ

とで、現状に適合した計画・整備を推進していく。 

また、最終的には、昨今の海洋環境変化の変化を踏まえつつ、上記の評価・改訂手法を盛

り込んだ「新たな水産環境整備マスタープランの策定・改訂の手引き案（仮）」を作成し、

ＰＤＣＡサイクルに沿った定期的な見直しを促進することで、各海域の水産環境整備マスタ

ープランの継続的かつ一層効果的な運用を図っていく予定である。なお、「生活史に対応し

た漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」は、最終的に同手引きの付属文書となることを想

定している。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 
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（１）調査事項 

ア 「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」の作成 

イ 新たな海域における水産環境整備マスタープラン素案の作成と現行の水産環境整

備マスタープランの評価・改訂素案の作成 

 

（２）調査の方法 

ア 「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」の作成 

① 都道府県に対して、アンケート調査やヒアリングを実施し、現行の水産環境整

備マスタープランに関する運用状況について、情報収集・現状把握する。具体

的な調査内容については、以下を想定。 

・水産環境整備マスタープランにおける目標値をどのように設定しているか 

・目標値への達成度の状況（“指標種”の資源量とその推移） 

・ＰＤＣＡサイクルをどのように回しているか 

・水産環境整備マスタープランに係る制度の問題点 

・水産環境整備マスタープランを策定した海域における海洋環境の変化をデータ

としてどの程度把握しているか 

・水産環境整備マスタープランを策定した海域で、魚類や藻類等の構成種に変化

があるか 

・海洋環境の変化により、既存の漁場整備が機能しにくくなっていないか 

・その他、海洋環境の変化により課題が生じているか 

・新たな海域で、水産環境整備マスタープランを策定する予定はあるか 

・水産環境整備マスタープランの改定を予定している海域はあるか 等 

 

② 水産環境整備マスタープランの分析・検証・評価にあたって必要となる、方針

や着眼点等を整理し、アの①を加味して評価・改訂手法（案）として取りまと

める。具体的な着眼点は以下を想定。 

・生活史に対応した漁場整備の効果（特に、指標種に係る目標値の達成状況） 

・指標種の設定の適切性 

・環境変動や資源変動に関する把握・分析（直近の状況の反映具合） 

・環境収容力や生態系ピラミッドに関する知見と分析（海洋生態系情報の考慮具

合） 

・実施体制とＰＤＣＡサイクルの実効性    等 

 

イ 新たな海域における水産環境整備マスタープラン素案の作成と現行の水産環境整

備マスタープランの評価・改訂素案の作成 

アに基づき、現地調査等による詳細な分析・検証・評価の上、新たな海域におい

て、水産環境整備マスタープラン素案を作成（１海域を想定）するほか、現行の水

産環境整備マスタープランから海域を抽出し、改訂素案の作成（１海域を想定（複

数県に跨る広域的な海域が望ましい。））を行う。 
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※ なお、水産庁では、本調査後に、ア及びイを踏まえ、地方公共団体が策定・改

訂等する際の技術的助言となる「水産環境整備マスタープランの策定・改訂等の手

引き（仮）」を取りまとめる予定である。同手引きについては、以下の内容を盛り

込むことを想定している。 

・アの評価・改訂手法（案）の内容を考慮 

・イにおける策定・改定案のポイントやフロー図 

・昨今の海洋環境の変化を踏まえた整備指針・内容 

・策定・改訂事例を掲載（イで策定・改定した２海域を想定）      等 

                             

アで作成した「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」、イで作成し

た水産環境整備マスタープランの策定・改定素案は、学識経験者（大学、研究機関）及び

行政関係者等により構成される「水産環境整備マスタープランに係る技術検討会（仮）」

において議論の上、内容を精査する。 

 

（３）検討会の設置・運営 

「水産環境整備マスタープランに係る技術検討会（仮）」 

【委員構成】６名程度（大学、研究機関、行政機関等の関係者を想定） 

【開催場所】東京都内（対面・WEBの同時開催を想定） 

【開催時期】令和８年８月頃（第１回） 

 現行の水産環境整備マスタープランの運用状況に関する情報収集及

び現状把握の結果を報告 

 水産環境整備マスタープランを改訂するにあたっての方針や着眼点等を

取りまとめた「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」

を中間諮問 

         令和８年 12月頃（第２回） 

 水産環境整備マスタープランを改訂するにあたっての方針や着眼点等を

取りまとめた「生活史に対応した漁場整備に係る評価・改訂手法（案）」

を諮問 

 水産環境整備マスタープランの策定・改定素案を中間諮問 

【そ の 他】会場費、会議費、資料印刷費、旅費交通費、謝金等、検討会開催に必要な

各種経費については委託費用に含むものとする。委員の選定等にあたって

は、監督職員と協議して決定する。 

  

（４）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（７月、12 月）、調査終了前（２月）

の計４回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、

協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

  

イ 調査計画書 
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契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課計画班に電子媒

体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこと。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載するとともに、現地作業について、調

査方法、安全対策等の詳細を記載すること。 

  

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定。）の漁場委員会で調査結果を発表し、有

識者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、

年度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワー

ポイントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監

督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課計画班へ提出すること。

なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題８ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「水産地域の復興まちづくり検討による災害に強い地域づくり推進調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

現在、政府では、災害に強い国土・地域構造への転換を進め防災立国を実現するため、

中長期的な視点に立ち、事前防災の推進及び発災時・復旧復興期の対応の司令塔となり、

平時から政府全体の防災施策の実施をリードして加速する防災庁を令和８年度中に設置

するとともに、市町村単位の「事前復興まちづくり計画の策定」などを推進しているとこ

ろである。 
水産庁では、平成 23 年に発生した東日本大震災からの復興過程を検証して、令和５年

３月に改訂した「災害に強い水産地域づくりガイドライン（以下「ガイドライン」という。）」

において、水産地域の復興まちづくりを「大規模自然災害に強いまちづくりを目指す、事

前準備から現実的な復興計画を策定・実践するプロセス」として定め、その展開を図って

きたところである。しかしながら、ガイドライン策定後わずか 10 か月後の令和６年１月

に発生した能登半島地震・津波では、漁港施設などの被災に加え、漁業集落や漁港までの

アクセスルートの断絶による復旧・復興に大幅な時間を要しており、水産地域の急激な人

口減少と地域経済・産業の衰退を招いている。 
このような中、近い将来に発生が予測されている南海トラフ巨大地震や日本海溝・千島

海溝型地震等の大規模自然災害に対して、水産物の安定供給を担う水産地域の生業と生活

環境を早期に復旧・復興させるための事前準備や対策はますます重要度が増しており、ガ

イドラインに沿った先行事例の創出と全国展開は待ったなしの状況である。 
このため、本事業では、複数地域において、行政と漁業者・水産関係事業者を含めた地

域住民が連携・協働して「水産地域版事前復興計画（仮称）」の案を作成し、その手法や

ノウハウをハンドブック等にとりまとめ、全国へ普及させることにより災害に強い地域づ

くりを強力に推進することを目的とする。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ガイドラインの３本柱（①安全・安心の確保、②水産物生産・流通機能の確保、③迅速な

復興まちづくり）のいずれかに取り組む地域のうち、市町村単位の「事前復興まちづくり計

画」の検討が進められている地域を対象に、当該地域の地域防災計画、まちづくり計画等先

行する既存計画と整合しつつ、その内容を更に具体化・強化する「水産地域版事前復興計画

（仮称）」の案を作成し、その手法やノウハウの横展開を図るための分かりやすく端的な資

料を作成する。 
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ア 水産地域版事前復興計画（仮称）の案の作成 

イ 全国展開に向けたハンドブック等資料の作成 

 

（２）調査の方法 

ア 水産地域版事前復興計画（仮称）の案の作成 

① 調査候補地の選定（３地区程度） 

ガイドラインの取組地域や防災対策の取組が進んでいる流通・生産拠点漁港を有する

水産地域のうち、市町村単位の「事前復興まちづくり計画」の検討が進められている

地域について、その水産業及び漁村の状況を分類した上で全国のモデル性を考慮し、

計画策定候補地として３地区程度を選定する。なお、少なくとも漁船漁業を主とする

地域及び養殖業を主とする地域から 1地区ずつ選定するものとして、この分類及び選

定については監督職員と協議の上決定するものとする。 

 

② 水産地域版事前復興計画（仮称）の検討及び同計画案の作成 

上記①で選定した各地区において、地域防災計画や BCP業務継続計画等の事前復興

に関わる各種既存計画における水産地域の復興まちづくりに関わる情報を抽出・整理

する。当該市町村の関係者との協議により、生業と生活環境に係るハード・ソフトの

具体的対策、その合意形成に向けた課題点の整理、合意形成に向けた取組を行い、水

産地域版事前復興計画（仮称）の案を作成するとともに制定までのスケジュールまで

を作成する。なお、検討・作成時の留意事項として以下を掲げる。 

 

＜留意事項＞ 

a.既存計画における水産地域の復興まちづくりに係る情報の抽出・整理 

該当する記載を有する計画を全て特定した上で、以下を抽出・整理する。 

・漁港・漁村・水産業の脆弱性（民有を含めた水産関連施設、集落施設の被災リス

ク（耐震性・耐津波性等）） 

・発災時の支援アクセス（道路橋梁等の被災リスク・代替ルート有無等）の脆弱性 

・水産関係事業所の立地場所、その従事者等の居住場所におけるライフライン（電

気、水道、通信）の脆弱性（代替手段の有無等） 

・水産地域コミュニティの防災意識、避難訓練の実施状況、発災時の漁業者間（他

地域を含む）の連携等 

 

     b.水産地域版事前復興計画（仮称）の案の作成 

・生業と生活環境に係るハード・ソフトの具体的対策（当該地域のニーズも踏まえ

て合意形成を図るものとする） 

・水産地域コミュニティにおける避難訓練・教育の実施方針 

・制定までのスケジュール（必要な調整・検討事項ごと）等 
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c.関係者（行政、漁業者、水産関係事業者を含めた地域住民等）協議・合意形成 

水産地域版事前復興計画（仮称）の策定に向けて以下の方針を当該地域の関係者 

等と協議し、合意形成を図る。 

・当該地域における水産地域版事前復興計画（仮称）の目標地点 

・平時と被災後の水産地域コミュニティ、生活基盤のあり方 

・土地利用ゾーニング（現状の確認と被災後の復興方針（生活基盤を含めた施設の

再建場所を含む）を踏まえた今後の計画） 

・平時からの役割・連携の確認・強化、災害発生時の役割分担 

・漁港施設、海岸保全施設、共同利用施設、民有水産関連施設等の漁業の再開・継

続に向けた留意事項（漁船・漁具の保全方法、資材備蓄・供給計画）等 

 

上記 a～c においては、状況に応じて現地関係者と情報交換をするものとし、具体的な

検討内容とすることに留意するものとし、選定事業者の求めに応じて監督職員等の水産

庁職員も参加できるものとする。 

 

イ 全国展開に向けたハンドブック等資料の作成 

上記のアにおいて検討した水産地域版事前復興計画（仮称）について、その検討手順や

合意形成等の過程や計画案の作成の過程で得られた課題とその解決方策をまとめ、全国へ

普及することを目的としたハンドブック等の資料（十数頁程度、今回作成する計画をベー

スとして標準化を図ること）を作成し、データを提出する。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（10 月）、調査終了前（２月）の計３

回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議

後１週間以内に監督職員に提出すること。 

 

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課環境整備班及び

防災漁村課防災・海岸班の両班に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、現地調査を行う際は、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を調

査開始の 10 日前までに行うこと。また、調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記

載するとともに、現地作業について、調査方法、安全対策等の詳細を記載すること。選

定事業者の求めに応じて監督職員等の水産庁職員も参加できるものとする。 

 

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表

し、有識者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。
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また、年度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表は

パワーポイントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細について

は、監督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ込

こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課環境整備班及び防災漁村課防

災・海岸班の両班へ提出すること。なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で

提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調査

担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本事

業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じ

て報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を行

えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担行

為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終

了後においても外部に漏らしてはならない。 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じた

ときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等

の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等

業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 

 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題９ 

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「漁港におけるプレジャーボート全国実態調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

漁港等における放置艇は、①津波・高潮・洪水等における放置艇の流出、流水阻害、②無

秩序な放置艇の集積による船舶航行への支障、③係留場所の私物化・利権化、公共施設の破

損、沈船化、④違法駐車、騒音、ゴミ・油の不法投棄等による景観・環境の悪化、⑤港湾・

河川・漁港工事への支障、⑥安全管理がなされていないことによる事故、漁業関係者等との

トラブルなどの問題を引き起こすことが懸念され、社会問題となっている。また、東日本大

震災以降、津波による背後住居等への二次被害が懸念されており、漁業地域の防災・減災の

観点からも早急な対応が求められている。 

こうした中、水産庁及び国土交通省は、プレジャーボートの放置艇対策を推進するため、

「三水域（港湾・河川・漁港）におけるプレジャーボートの適正な管理を推進するための今

後の放置艇対策の方向性（令和６年６月）」を策定し、すべての放置艇の解消の最終的な目

標は堅持しつつ、地域にとって支障となる放置艇については、概ね１０年程度を目途に解消

できるよう優先的に対策に取り組むことを目指すことを目標としている。 

本調査では、放置艇対策の方向性の内容を踏まえて全国実態調査を企画・実施し、放置艇

の実態及び対策による効果の把握、また放置艇対策を確実に進めていくための今後の課題と

対応策について明らかにすることを目的として実施する。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 漁港（水域及び陸域）のプレジャーボート（放置艇を含む）全国実態調査 

イ 放置艇対策の方向性の達成状況の評価と放置艇対策の課題の抽出 

ウ 今後の漁港における放置艇対策の提案 

 

（２）調査の方法 

ア 漁港（水域及び陸域）のプレジャーボート（放置艇を含む）全国実態調査 

漁港（水域及び陸域）の放置艇を含むプレジャーボートの全国実態調査については、

全国の漁港を対象として調査する。調査方法については、調査要領や調査票等をメール

にて送付し回収する方法を基本とし、全国の漁港管理者へ調査依頼を発出すること。な

お、調査時期については、監督職員と協議の上、決定すること。 

調査の実施に当たっては、放置艇対策を確実に進めていくための課題が明らかになる

よう、令和６年３月の「三水域（港湾・河川・漁港）におけるプレジャーボートの適正
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な管理を推進するための今後の放置艇対策の方向性（国土交通省・水産庁）」（以下、

「放置艇対策の方向性」という。）などで示された考え方等を踏まえつつ、調査の項目

や方法について工夫するものとする。なお、調査項目について、放置艇に対する行政代

執行等の取組や漁港管理の委託に関する内容、漁港内の船舶の利用調整としての役割を

有するフィッシャリーナの実態把握に関する内容についても盛り込むこととするが、詳

細については、監督職員と協議の上決定すること。 

 

イ 放置艇対策の方向性の達成状況の評価と放置艇対策の課題の抽出 

（1）アの全国実態調査の結果に基づいて、全国の漁港を対象として、漁港管理者への

アンケート調査等により、放置艇対策の方向性の達成状況等の評価を行う。評価す

る事項、評価方法、調査方法等については、監督職員と協議の上決定すること。対

策の効果や進捗が芳しい場合及び芳しくない場合の事例（５事例以上）については、

その要因・課題を、個別のヒアリング等により抽出することで、実効性の高い解決

策を提案すること。 

 

ウ 今後の漁港における放置艇対策の提案 

（1）イで抽出した放置艇対策を推進する上での課題や解決に向けた提案等を踏まえ、

当面５年間を見据え、漁港の有効活用を念頭に置きつつ、今後の放置艇対策のアク

ションプランについて検討し、取りまとめる。取りまとめに当たっては、関係都道

府県からの意見を聴取し、取りまとめへの反映について検討する。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（７月、10月、１月）、調査終了前（３

月）の計５回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りま

とめ、協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

  

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課海業・利用調整

班に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月 15 日までに行うこ

と。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載すること。 

 

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表し、

有識者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、

年度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワー
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ポイントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監

督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし, 

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・令和４年度水産基盤整備調査委託事業「漁港におけるプレジャーボート全国実態調査」

報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

  

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課海業・利用調整班へ提出

すること。なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題 10  

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「漁港施設の利活用に係る効果算定手法等検討調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

令和４年３月に閣議決定された水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において、漁港と地

域資源を最大限に活かした海業等の振興が位置付けられ、このうち漁港漁場整備長期計画に係

る重点課題の１つである「『海業』振興と多様な人材の活躍による漁村の魅力と所得の向上」

の成果目標として、令和８年度末までに漁港における新たな海業等の取組をおおむね 500 件展

開することを掲げている。 

また、改正漁港漁場整備法（令和６年４月施行）により、漁港において海業に取り組みやす

くする仕組みとして「漁港施設等活用事業制度」を創設し、当該制度を活用して漁業上の利用

を前提としつつ、漁港の多様な利活用を効率的かつ効果的に促進するために必要な取組・環境

等について、更なる検討が必要となっている。 

そこで、海業による漁港施設に係る取組を比較し、その効果算定を行うことにより、漁港の

多様な利活用の効率的かつ効果的な検討を行うとともに、漁港施設等活用事業制度等の普及を

行うために、現場の状況に適合した漁港の利活用等について的確に助言ができるようサポート

体制の構築を行い、その効果検証を実施する。 

加えて、地方公共団体、漁協・漁業関係者、民間事業者等の海業に関心を持つ関係者に対し

て、漁港施設等活用事業制度の仕組みや事例報告等、情報共有等の調査を行い、制度の普及と

その効果の分析・検討を行う。 

更に、海業の取組を国内外に発信することによりこれら取組への認知や理解促進を図り、漁

業者等に対し海業の魅力や効果をわかりやすく伝えるために、コンテンツの作成、その展開の

検討を実施する。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

 

（１）調査事項 

ア 漁港施設の利活用に係る効果算定 

イ 漁港施設等活用事業制度等の普及に向けたサポート体制の構築・効果検証 

ウ 漁港施設等活用事業制度等の情報共有手法等の検討 

 

（２）調査の方法 

ア 漁港施設の利活用に係る効果算定 

海業による漁港施設の利活用の取組を行っている地区と、類似の条件下（地理・環境等）

で取組を行っていない地区をそれぞれ２地区程度抽出し、差の差分析等の手法を用いて取



 

 - 2 - 

組前後の変化を比較し効果を算定する。 

また、海業の取組（漁港施設の利活用等）による効果（漁業者等の所得、水産物消費量、

雇用者数等）の算定手法について、今回調査を行った手法と地域経済分析システム（RESAS）

等の既存の手法の比較検討を行い、２地区程度検証を行うこととする。 

なお、効果算定を行う地区や手法、比較検討の内容については、監督職員と協議の上、

決定すること。 

 

イ 漁港施設等活用事業制度等の普及に向けたサポート体制の構築・効果検証 

「海業の推進に取り組む地区」、「海業振興支援事業採択地区」等、海業の取組に意

欲のある地区を対象として、海業の専門的な知識を有する専門家（「以下「海業アドバ

イザー」という。」）の派遣を 10 地区程度行い、その効果検証を行うこと。 

海業アドバイザーの派遣方法、派遣地区の選定等の詳細については監督職員の協議の

上、実施すること。また、派遣・効果検証に必要な各種経費については、委託費用に含

むものとする。 
 

ウ 漁港施設等活用事業制度等の情報共有手法等の検討 

（ア）漁港施設等活用事業制度等の普及 

海業への理解促進と全国展開、漁港施設等活用事業制度等を推進するため、地方公

共団体、漁協・漁業関係者、民間事業者等の海業に関心を持つ関係者を対象とした協

議会（以下、「協議会」という。）を、冬頃を目途に１回程度開催し、参加者に対し

て海業への参画の有無や課題等に関するアンケート調査を行い、整理すること。 

協議会の会場については、農林水産省本省７階講堂を想定しており、会議は公開と

し、会場参加想定人数は約 150名程度とする。また、オンライン傍聴で 500 名程度参

加できるように、ウェビナー契約を行う等配信環境を用意すること。使用機材につい

ては、マイク、マイクスタンド、机、椅子、プロジェクター、スクリーン等、講堂に

設備がある物を除き、受託者が用意すること。 

なお、協議会の内容は海業に関する講演、漁港施設等活用事業制度等を用いた優良

事例紹介等を想定しており、協議会を進行する上で必要な場合は、専門家、有識者等

を５名程度招致すること。 

詳細については監督職員と協議の上、実施すること。また、協議会開催に必要な各

種経費については、委託費用に含むものとする。 

 

（イ）漁港施設等活用事業制度等の効果検討 

海業の推進に向けた取組地区への情報共有や実施体制の強化、地区間の連携強化、

漁港施設等活用事業制度の効果を検討してもらうため、「海業の推進に取り組む地

区」を対象とした海業の取組の現地見学等を含む会議（以下、「サミット」とい

う。）を、秋頃を目途に１回程度開催し、参加者に対して課題等に関するアンケート

調査を行い、整理すること。 

サミットの会場については地方会場を想定しており、会議は公開とし、会場参加想

定人数は約 100 名程度とする。使用機材については、受託者が用意すること。 

なお、サミットの内容はグループワーク形式等を想定しており、司会及びコーディ
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ネーター（専門家、有識者等）を５名程度招致すること。 

現地見学については、サミット参加者から募り、会場近隣の海業の取組を行ってい

る場所の見学等を行う。詳細については監督職員と協議の上、実施すること。 

また、サミット開催に必要な各種経費については、会場代、コーディネーター（専

門家、有識者等）の交通費・謝金等、サミット開催に直接関係するものについては委

託費用の対象とする。詳細については監督職員と協議の上決定する。 

 

（ウ）海業の魅力や効果をわかりやすく伝えるコンテンツの作成・展開の検討 

海業の取組を国内外に発信し、海業の取組への認知や理解促進等を図るため、漁業

者等を対象としたコンテンツ（漫画本の日本語版、英語版等）を作成し、漫画本の日

本語版については地方公共団体、漁業協同組合等に配布を行い、作成したコンテンツ

の内容についてアンケート等により調査し、意見等について整理すること。なお、漫

画家の選定、漫画の構成案、現地取材、シナリオ等については、監督職員と協議の

上、決定すること。また、今回作成したコンテンツや既存のコンテンツを使った、海

業の情報発信についての効果的な展開方法の検討を行うこと。 

頁数については、表紙、裏表紙を含めて約 80頁程度（A5 判冊子）、発行部数につ

いては、2,000 部程度を想定しているが、頁数、製本スタイル、配布先、発行部数に

ついては、変更が生じる場合もあり、詳細については監督職員と協議すること。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（７月，12 月、１月）、調査終了前

（３月）の計５回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取

りまとめ、協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

  

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課海業・利用調整

班に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月 15 日までに行うこ

と。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載すること。 

 

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表

し、有識者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。

また、年度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表は

パワーポイントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細について

は、監督職員と協議の上、決定することとする。 
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また、年度末報告会の漁港・漁村委員会（５課題程度を想定）を円滑に遂行するた

め、委員会の事務局運営（会場設営準備や資料印刷、当日の司会進行、２名程度の委員

（学識経験者を想定）への旅費交通費・謝金の支払い等を含む。）を行うこととし、実

施方法の詳細や他の委員会（漁場委員会）との調整に当たっては、調査担当の担当者と

調整すること。 

 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「漁港施設等活用事業の促進に向けた普及・効果

検討調査」報告書 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「漁業地域における海業振興取組促進調査」報告

書 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「漁港の利活用に係る技術的検討調査」報告書 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「海業振興に向けた事業化検討支援調査」報告書 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「海業振興のための国際情報発信手法検討調査」

報告書 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「海業振興に向けた事業化検討支援調査」報告書 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「漁村活性化に向けた漁港施設利活用方策検討調

査」報告書 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「海業振興に向けた情報発信手法検討調査」報告

書 

・令和４年度水産基盤整備調査委託事業「新たな漁港漁場整備長期計画の実行支援調査」

報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ込

こんだもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を計画・海業政策課海業・利用調整班へ提出する

こと。なお、提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調査

担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本事

業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じ

て報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を行

えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担行

為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終

了後においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じた

ときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等

の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等

業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題 11   

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「共同利用施設のストックマネジメント検討調査」 

仕様書（案） 

 

 

１ 事業目的 

水産基盤整備事業において、水産物の流通拠点となる漁港等では、陸揚げから出荷までの一貫し

た高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき所等の整備を推進し、水産物の品質管理と安全性向上

を図るとともに、冷凍・冷蔵施設、製氷施設、加工・流通施設等の整備による水産物の保存・出荷

調整機能の強化を図ることとしている。また、整備された高度衛生管理型の岸壁や荷さばき所、冷

凍・冷蔵施設等の機能が適切に維持・発揮されるよう、管理者等は施設の点検や維持管理・更新等

の機能保全対策を計画的に実施していくことが求められる。 

  水産庁は、漁港漁場整備長期計画（令和４年３月閣議決定）において、漁港施設や水産関連施設

等について、機能保全計画に基づく予防保全型の老朽化対策への転換と新技術の活用等による施設

点検や施工・維持管理の効率化・省力化等を進め、将来にわたり必要な施設機能の確保と持続可能

な維持管理体制の構築を図ることとしている。また、水産庁インフラ長寿命化計画（行動計画）（令

和３年３月策定）においても、管理者等に対して各種基準やマニュアル等を用いて、水産基盤施設

の点検・診断、修繕・更新等における新技術の導入・普及を図ることとしている。  

こうした状況の中、水産庁では「荷さばき所のストックマネジメントのガイドライン」（以下、

「荷さばき所ガイドライン」という。）を令和６年４月に策定し、荷さばき所を構成する部材や設

備ごとに機能診断調査に基づく健全度評価を実施し、老朽化の進行予測に基づくライフサイクルコ

スト(LCC)を踏まえた機能保全計画策定に関する考え方や実施手順を示している。本事業では、荷さ

ばき所に加え、水産基盤整備事業において流通拠点漁港等で一体的に整備が可能な製氷施設、冷凍

及び冷蔵施設、加工場の機能保全計画策定を推進することを目的に、これら共同利用施設にかかる

ストックマネジメントの基本事項及び実施手順をとりまとめ、新たなガイドラインを作成すること

とする。これにより、安全安心な水産物の生産・流通機能を安定的に維持し、効率的で持続可能な

インフラ管理の推進に資する。 

 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15 日まで 

 

 

３ 事業内容 

（１）調査項目 

水産物供給基盤機能保全事業の補助対象施設である①製氷施設、②冷凍及び冷蔵施設、③加工

場の３施設について、機能保全計画の策定に必要な老朽化度及び健全度の評価手法、機能保全対

策工法の選定及び LCC 算定にかかる基本的考え方及び実施手順をとりまとめる。また、①から③

の施設毎にモデル地区を選定し、機能保全計画の記載例を作成する。以上の結果を整理し、荷さ

ばき所ガイドラインを改訂し、新たに「荷さばき所及び加工場等のストックマネジメントのガイ

ドライン（仮称）」案を作成する。 
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（２）調査の方法 
・水産基盤整備事業において高度衛生管理に対応した岸壁、荷さばき所等と一体的に整備され

た①製氷施設、②冷凍及び冷蔵施設、③加工場について、全国より収集した流通拠点漁港等

における整備状況を踏まえ、施設規模や取扱魚種、設備や部材等の構成、設計図面、維持管

理状況等にかかる情報を収集整理する。 

・①から③の各施設にかかる特性、構造面及び機能面で期待される性能等を踏まえ、機能保全

計画の策定に必要な老朽化度及び健全度の評価手法、機能保全対策工法の選定及び LCC 算定

にかかる基本的考え方及び実施手順をとりまとめる。 

・①から③の施設毎に全国からモデル地区を１地区選定し、既存資料の収集及び現地調査、

並びに施設管理者へのヒアリング等を実施したうえで、機能保全計画の記載例を作成する。

なお、モデル地区の選定にあたっては、監督職員と協議の上決定する。 

・上記の検討結果をとりまとめ、荷さばき所ガイドラインを改訂し、「荷さばき所及び加工

場等のストックマネジメントのガイドライン（仮称）」案を作成する。 

 

（３）その他 

ア 水産庁との協議 

調査着手前（４月）、中間報告（８月及び 12 月）、調査終了前（３月）の計４回程度、監

督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りまとめ、協議後１週間以内に

監督職員に提出すること。 

 

イ 調査計画書 

契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体制図等

をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課設計班に電子媒体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同班に提

出すること。さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行

うこと。 

 

ウ 年度末報告会 

年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁港・漁村委員会で調査結果を発表し、有識者

から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。 同報告会は農

林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポイントによるスライ

ド形式を予定している。 

なお、発表内容等の詳細については、監督職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施に当たり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、その際

は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸与申請を行う

こと。 

（関係資料） 

・水産基盤施設ストックマネジメントのガイドライン（令和６年４月改訂（令和７年２月一部

修正）、水産庁漁港漁場整備部） 

・水産基盤施設機能保全計画策定の手引き（令和６年４月改訂（令和７年２月一部修正）、水

産庁漁港漁場整備部） 

・荷さばき所のストックマネジメントのガイドライン（令和６年４月改訂、水産庁漁港漁場整
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備部） 

・水産基盤施設の維持管理点検マニュアル（令和２年９月、水産庁漁港漁場整備部整備課） 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産庁漁港

漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

ただし、令和７年度水産基盤整備調査委託事業については、入札公告期間中は事業を実施中で

あることから、報告書ではなく参考資料を閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること。 

 

５ 成果品 

調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ込こん

だもの）及び電子媒体（DVD-R 等）１部を事業課設計班へ提出すること。なお、提出する電子媒体

は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調査担当

まで提出すること。 

 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本事業に

取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組（別紙

１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告すること。別紙１

の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じて報

告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を行える

ものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担行為担

当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終了後

においても外部に漏らしてはならない。 

（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき

は、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定等の適

正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査等業務

共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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資料招請 課題 12  

令和８年度水産基盤整備調査委託事業 

「気候変動下の藻場・干潟保全手法検討調査」 

仕様書（案） 

 

１ 事業目的 

近年、海水温上昇等の海洋環境の変化が著しく、海藻類の生育不良や食害生物による影響

が増大し、魚介類の産卵・育成の場となる藻場・干潟は減少傾向にある。また、主要な活動

主体である漁業者等の高齢化、活動経費の不足から、藻場保全活動の持続性の確保が課題と

なっている。 

地球温暖化対策計画（令和７年２月閣議決定）において、藻場等のブルーカーボン生態系

による二酸化炭素吸収見込量として、現状を大幅に上回る数値が新たに設定（2024'-34 万ト

ン→2035'-100 万トン）されており、取組強化が必要となっている。また、漁港漁場整備長

期計画（令和４年３月閣議決定）では、藻場の衰退要因を把握し、ハード対策とソフト対策

を組み合わせた回復対策を実施するほか、高水温に強い藻場の造成手法等の技術開発を進め

ることとしている。 

このような中で、「海水温上昇に対応した藻場保全・造成手法（暫定版）」（以下「ガイ

ドライン」とする。）を作成したが、条件の異なる地域の海藻種による実証調査を加え、そ

の成果を反映させることにより、当該手法の補足、充実を図り、全国での導入を促進する。 

また、二枚貝や底生魚介類の生息場となる干潟について、GHG 削減にも資する生産力改善

手法の開発を目指し、基礎的知見の整理、将来性の検討を行う。 

さらに、本調査の成果については、全国に共有、横展開を図り、全国各地の藻場・干潟保

全活動の高度化を図る。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 15日まで 

 

３ 事業内容 

本事業は、次により実施するものとする。 

（１）調査事項 

ア 気候変動下の藻場造成手法の検討 

イ 干潟における GHG削減にも資する生産力改善手法の検討 

ウ 藻場・干潟の保全・創造に関する技術の横展開 

 

（２）調査の方法 

ア 気候変動下の藻場造成手法の検討 

海水温上昇に対応した効率的な適地選定や海藻種選定等による藻場保全手法につ

いて、北海道・東北において実証調査を行い、その結果を既存のガイドラインに反映

し、内容を充実させることで全国で活用できるようにする。 

調査に当たっては、学識経験者等からなる検討委員会を設置し意見を聞きながら進

める。 
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（ア）モデル地区の選定 

北海道沿岸、東北太平洋沿岸の藻場に関する文献調査、有識者ヒアリングを行

い、海水温上場に対応した実証調査に適したモデル地区として、北海道・東北太平

洋沿岸で１地区を選定する。 

（イ）海域環境調査 

選定した１モデル地区において、実証調査地点、対照区地点とするに適した２箇

所を選定し、通年の海水温、海藻生育期間の光量及び栄養塩を観測し、観測結果を

整理・分析する。 

（ウ）母藻採取、設置、モニタリング 

選定した１モデル地区ごとに、現地に存する海藻種のうち、比較的、高海水温耐

性が認められる母藻を選別して採取する。採取した母藻は、モデル地区ごとに海域

環境観測結果を勘案して実証調査地点を選定した上で、海藻の生育に適した時期

に、現地に適した藻場造成手法を用いて移植し、実証調査を開始する。移植後３カ

月に１回程度、海藻の生育状況をモニタリングし、観測結果を整理・分析する。 

（エ）適地選定、保全手法検討 

以上の調査結果について、実証調査手法を評価し、更に考慮すべき海域環境や代

替手法の有無を検討するとともに、効率的に適地を選定する際の課題、北日本のお

ける藻場保全手法に関する課題を整理する。 

（オ）ガイドラインへの反映 

以上の調査成果について、「海水温上昇に対応した藻場保全・造成手法（暫定版）」

を充実させるための改訂項目案を作成する。 

 

イ 干潟における GHG削減にも資する生産力改善手法の検討 

（ア）文献調査 

干潟における GHG 排出削減又は吸収に関する文献 15 以上を収集し、概要をとり

まとめる。 

（イ）実現可能性評価 

文献調査に加え、有識者２名にヒアリングを行い、干潟における GHG 削減の可能

性、貢献度、将来性を評価する。 

その評価を踏まえ、干潟における耕うん手法の改良等、生産力を改善し GHG削減

にも資する手法を３つ提案し、実現可能性、削減効果の検討を行う。 

 

ウ 藻場・干潟の保全・創造に関する技術の横展開 

「磯焼け対策全国協議会」、「全国漁港漁場整備技術研究発表会」において、全国

の地方公共団体や研究機関等に対して、今年度までに把握、整理した藻場・干潟の保

全手法や磯焼け対策に関する成果を共有し、優良事例の横展開を図る。 

「磯焼け対策全国協議会」については、会場費、協議会運営費、旅費交通費、謝金

（講演者 10 名を想定。）等協議会開催に必要な各種経費は、委託費用に含むものと

する。なお、当該協議会は、令和９年１月頃の１日間、東京都内での開催を想定して

いる。また、「全国漁港漁場整備技術研究発表会」については、事務局運営の一部（一

般参加者（300 名程度を想定）の取りまとめ、参加費徴収業務を想定。）に必要な経
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費は、委託費用に含むものとする。 

 

（３）検討会の設置・運営 

本調査を実施するに当たり、専門知見を有する有識者からの意見を聴取するため、次の

とおり、検討会を設置する。 

（ア）検討会は東京都内にて、年３回開催を予定している。 

・第１回（５月頃） ：調査手法の方向性検討、モデル海域の選定 

・第２回（10 月頃）  ：海域環境の評価、適地選定手法及び保全手法の課題整理 

・第３回（２月頃） ：成果取りまとめ 

（イ）専門知見を有する有識者４名程度（学識経験者、行政関係者等）を想定している。 

（ウ）会場費、会議費、資料印刷費、旅費交通費、謝金等検討会開催に必要な各種経費

については、委託費用に含むものとする。 

 

（４）その他 

ア 水産庁との協議 
調査着手前（契約後１か月以内）、中間報告（９月頃と１月頃）、調査終了前（２月

頃）の計４回程度、監督職員と協議を行うこと。なお、協議結果は協議記録簿に取りま

とめ、協議後１週間以内に監督職員に提出すること。 

 

イ 調査計画書 
契約後２週間以内に、少なくとも旬間単位の作業計画、内容・手法、本業務の実施体

制図等をまとめた調査計画書を水産庁漁港漁場整備部事業課機機能高度化班に電子媒

体で提出すること。 

また、調査着手前の水産庁との協議後、速やかに協議結果を反映した調査計画書を同

班に提出すること。 

さらに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を４月末日までに行うこと。 

調査計画書には、緊急時の連絡体制を必ず記載するとともに、現地作業について、調

査方法、安全対策等の詳細を記載すること。 

 

ウ 年度末報告会 
年度末報告会（２月中旬頃の開催を想定）の漁場委員会で調査結果を発表し、有識

者から意見を聴くことから、発表資料の作成や同報告会への出席を行うこと。また、年

度末報告会は農林水産省内会議室において半日～１日程度の開催とし、発表はパワーポ

イントによるスライド形式を予定している。なお、発表方法等の詳細については、監督

職員と協議の上、決定することとする。 

 

４ 関係資料の貸与及び返還等 

（１）本事業の実施にあたり、本事業に関連する事業報告書等の資料を貸与できるものとし、

その際は水産庁漁港漁場整備部事業課漁港漁場専門官（以下「調査担当」という。）に貸

与申請を行うこと。 

（関係資料） 
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・令和４年度水産基盤整備調査委託事業「海水温上昇に対応した藻場整備における検討

調査」報告書 

・令和５年度水産基盤整備調査委託事業「海水温上昇に対応した藻場整備における検討

調査」報告書 

・令和６年度水産基盤整備調査委託事業「海水温上昇に対応した藻場整備における検討

調査」報告書 

・令和７年度水産基盤整備調査委託事業「海水温上昇に対応した藻場整備における検討

調査」報告書 

（２）貸与した資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

（３）令和６年度までの調査報告書は以下のホームページで公表されているため閲覧可能である。 

・水産基盤整備調査事業（水産庁 HP） 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html 

（４）貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、水産

庁漁港漁場整備部事業課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く 10:00～17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除

く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに、調査担当に連絡すること 

 

５ 成果品 

  調査成果については、調査報告書に取りまとめ、紙媒体１部（チューブファイル等に綴じ

込こんだもの）及び電子媒体（DVD-R等）１部を事業課機能高度化班へ提出すること。なお、

提出する電子媒体は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、実績報告書を調

査担当まで提出すること。 
 

７ その他 

（１）受託者は、本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有した上で、本

事業に取り組むこと。 

（２）受託者は、本事業に関連する環境関係法令を遵守すること。また、環境負荷低減の取組

（別紙１参照）に努めることとし、事業完了時に取組の実施状況を別紙１により報告する

こと。別紙１の提出方法については調査担当の指示に従うこと。 

（３）受託者は、監督職員に事業の進行状況等を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応

じて報告を行うものとする。 

（４）本事業の目的を達成するために、監督職員は、事業の進行状況等に関して必要な指示を

行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（５）受託者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に支出負担

行為担当官水産庁長官と協議し承認を得るものとする。 

（６）受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約

終了後においても外部に漏らしてはならない。 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub41.html
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（７）本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じ

たときは、監督職員と受託者が協議を行い、決定事項を記録しておくこととする。 

（８）事業における人件費の算定等に当たっては、別紙２の「委託事業における人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。 

（９）受託者は、本事業において現地作業を実施する場合には、「漁港漁場設計・測量・調査

等業務共通仕様書」1-34 安全管理に準じて、安全管理を行うものとする。 

 



【別紙１】 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくする

よう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送

業者と連携する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室

効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点

検を適切に実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適

正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたも

のを調達することに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能な

ものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の

使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組

（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効

率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネル

ギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用

量・使用料金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、

基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行

わない等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発

揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等

に努めている。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めて

いる。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処

理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与え

ないよう定期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃

棄などに努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、

定期的に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材

から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検

討する。 

☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委

託することも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合

に法令に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生し

ないよう努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの

規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                               ） 

 



カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた  

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容

を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定して

いる、もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っ

ている、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順など

をマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実

施するように努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさない

よう、定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを

行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他

（                       ） 
  

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                ） 



【別紙２】  

                                                                           

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）      

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し



た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り      

計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託契

約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場

合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 



 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの 

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 

先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 

で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業 

規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以 

下同じ。）。 

 



○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費         

等）÷年間理論総労働時間 

  

 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを得

ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の確

定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 



５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが

ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 



④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 
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